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北九州市告示第２３４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７６条の２第３項及び第１１５条

の４５の８第３項の規定による命令を行ったので、同法第７６条の２第４項及

び第１１５条の４５の８第４項の規定により次のとおり告示する。 

  令和元年１０月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 対象事業所 

（１） 事業者の名称 合同会社里櫻 

（２） 事業所の名称 ヘルパーステーション里櫻 

（３） 事業所の所在地 北九州市八幡西区大浦一丁目１３番５号 エルカ

ミノ５０１号 

（４） サービスの種類 訪問介護、北九州市予防給付型訪問サービス及び

北九州市生活支援型訪問サービス 

２ 命令事項 

（１） 人員基準の遵守について 

ア 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業を行う事業所ごとに置くべ

き訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で２．５以上と定められている

ことから、訪問介護員等の員数を常勤換算方法で２．５以上とすること

。 

  イ 指定訪問介護事業者は、常勤の訪問介護員のうち、利用者の数が４０

又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなけ

ればならないとされ、また、サービス提供責任者は、介護福祉士その他

厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事する者を充

てなければならないとされていることから、サービス提供責任者の配置

に当たっては、常勤かつ専従できる者であって、介護福祉士その他厚生

労働大臣が定める者を任命すること。 

（２） 運営基準の遵守について 

ア 指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者及び利用者家族

に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について、利用申込者の同意を得ることとされていることから、重要事

項説明書などの書面によって、利用申込者の同意を確認すること。 

イ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪

問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状

況その他必要な事項を記録することとされていることから、提供した具

体的なサービスの内容等を記録すること。 
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  なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、５年間保存する

こと。 

ウ 指定訪問介護の基本取扱方針は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければなら

ないとされ、指定訪問介護の具体的取扱方針において、指定訪問介護の

提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む上

で必要な援助を行うものとされている。 

  そのため、サービス提供責任者は、指定訪問介護の基本取扱方針及び

具体的取扱方針を理解し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて、訪問介護の目標、当該目標達成のための具体的なサービスの内容

等を記載した訪問介護計画を作成し、その内容について、利用者又はそ

の家族に説明し、利用者の同意を得たうえで、当該訪問介護計画を利用

者に交付すること。 

この場合において、同意を得た訪問介護計画については、その実施状

況を把握し、必要により当該訪問計画の変更を行うこと。 

エ 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければな

らないとされ、従業者に運営に関する基準を遵守させるため、必要な指

揮命令を行うものとされていることから、サービス提供責任者及び訪問

事業責任者の業務遂行はもとより、事業所の従業者及び業務を一元的に

管理し、従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと

。 

また、サービス提供責任者及び訪問事業責任者は、基準省令及び市基

準要綱に規定されている業務を行うこと。 

  オ 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供でき

るよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

したがって、貴法人が経営する「シェアハウス」（遠賀郡水巻町下二

西三丁目３番１０号）の勤務体制と明確に区分し、指定訪問介護事業所

として管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員等の勤務時間、職務

内容、常勤・非常勤の別などの勤務体制を明確にし、必要な人員が欠如

することがないよう適切な勤務体制を定めること。 

３ 改善命令通知日 

  令和元年１０月２４日 
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北九州市監査委員告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定に基

づき、包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに補助で

きる期間を次のとおり告示する。 

  令和元年１０月２８日 

北九州市監査委員 井 上   勲 

同        廣 瀨 隆 明 

同        香 月 耕 治 

同        河 田 圭一郎 

氏 名 住   所 補助できる期間 

白川 典之 福岡県福岡市早良区室見一丁

目４番１－９０１号 

令和元年１０月２８日か

ら令和２年３月３１日ま

で 
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